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d　ヒト自家移植組織（自家培養口腔粘
膜上皮）を使用した患者については，
診療報酬請求に当たって，診療報酬明
細書に角膜上皮幹細胞疲弊症の重症度
を含めた症状詳記を添付する。

（p.963 左 段 10～31 行 目／p.996 右段 17
～下から22行目，下線部訂正）

→ヒト自家移植組織の定義
【定義】薬事承認又は認証上，（中略）「ヒ
ト（自己）軟骨由来組織」，「ヒト（自己）
角膜輪部由来角膜上皮細胞シート」又は
「ヒト（自己）口腔粘膜由来上皮細胞シ
ート」である。

【機能区分の定義】
①～⑥　（略）
⑦　自家培養口腔粘膜上皮・採取・培養キ

ット
ア　患者自身の口腔粘膜組織を採取し，
分離した口腔粘膜上皮細胞を培養して，
患者自身に使用するものである。
イ　患者より口腔粘膜組織を採取した後，
細胞の培養が終了するまでに使用され
る材料から構成されるキットである。

⑧　自家培養口腔粘膜上皮・調製・移植キ
ット
ア　患者自身の口腔粘膜組織を採取し，
分離した口腔粘膜上皮細胞を培養して，
患者自身に使用するものである。

イ　細胞の培養が終了した後，シート状
に調製し，移植し終えるまでに使用さ
れる材料から構成されるキットである。

（p.970 右段下から 3 行目／p.1005左段下か
ら16行目の次に挿入）

212　ペプチド由来吸収性局所止血材
  1 mL 当たり 13,200 円

→ペプチド由来吸収性局所止血材の算定
ア　ペプチド由来吸収性局所止血材は，消
化器内視鏡治療における漏出性出血に対
して使用する場合であって，出血点の同
定が困難かつ止血鉗子による止血が必要
である場合に算定できる。なお，使用に
当たっては，その医学的な必要性を診療
報酬明細書の摘要欄に記載する。

イ　ペプチド由来吸収性局所止血材は，1
回の手術に対し原則として 4 mL を限度
として算定できる。ただし，医学的な必
要性から 4 mL を超える量を使用する場
合は，その理由を診療報酬明細書の摘要
欄に記載する。

ウ　ペプチド由来吸収性局所止血材は，消
化器内視鏡検査（生検を実施する場合を
含む）において使用した場合は算定でき
ない。

→ペプチド由来吸収性局所止血材の定義
【定義】次のいずれにも該当すること。

⑴　薬事承認又は認証上，類別が「医療用
品⑷整形用品」であって，一般的名称が
「吸収性局所止血材」である。
⑵　消化器内視鏡治療における漏出性出血
に対して，止血鉗子による焼灼回数の低
減を目的として使用するペプチド由来の
吸収性局所止血材である。

213　脳神経減圧術用補綴材
  0.1g 当たり 3,120 円

→脳神経減圧術用補綴材の算定
脳神経減圧術用補綴材は，三叉神経痛，

片側顔面痙攣及び舌咽神経痛に対する脳神
経減圧術において使用した場合に，1回の
手術に対し 0.3g を限度として算定できる。
ただし，医学的な必要性から 0.3g を超え
る量を使用する場合は，その理由を診療報
酬明細書の摘要欄を記載する。

→脳神経減圧術用補綴材の定義
【定義】次のいずれにも該当すること。
⑴　薬事承認又は認証上，類別が「医療用
品⑷整形用品」であって，一般的名称が
「手術用メッシュ」である。
⑵　脳神経減圧術において，血管を神経か
ら遠ざける目的で使用する補綴材である。

⑶　材質がポリテトラフルオロエチレン
（PTFE）であり，綿形状である。




